
◆昨年７月末に衆議院で可決し、参議院に送られていた社会福祉法改正案が、去る３月23日の参議院本会議において

共産党、社民党・護憲連合を除く賛成多数で可決しました。続いて、一部修正のうえ衆議院で３月31日に可決、即日

公布されました。これに伴い、本年４月１日施行分に係る関係政省令も発布され、社会福祉法人会計基準は通知から

厚生労働省令として位置づけられました。（平成28年４月１日施行） 参院厚生労働委員会では、15項目の付帯決議

が付き、社会福祉充実残額の算出にあたり事業継続に必要な財産額を適切に算定することや、法人が労働関係法制を

確実に順守するよう措置することなどが盛り込まれました。

法人改革では、無料または低額な料金による福祉サービス（地域公益活動）提供の義務化や、議決機関としての評

議員会を必置化、一定規模以上法人の会計監査人設置義務などのほか、定款・役員報酬基準などの情報公開も義務化

されています。また、法人の全財産から事業継続に必要な財産を控除した『社会福祉充実残額』の明確化と、『社会

福祉充実計画』の策定及び実行についても定められました。これらの内容のそれぞれの施行日は、改正事項によって

異なります。

また今般の改正では、これまで厚生労働省の局長通

知・課長通知として発出されていた「社会福祉法人会

計基準」は、改正社会福祉法第44条第１項及び第３項

の規定に基づく厚生労働省令第79号として位置づけら

れました。これにより、旧通知による会計基準は、間

もなく廃止の通知が発出されます。また厚生労働省令

の会計基準には、附属明細書の様式等が示されており

ませんが、これも間もなく当該省令に基づく通知が発

出され、その中で詳細な様式等が示される予定です。

このほか、各種資金運用通知の中における記載も変更

されることが予想されます。

（参考：福祉新聞ほか）
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～社会福祉法人会計基準は厚労省令に～

保育所待機児童のいる自治体６割超

～読売新聞調べ～

◆３月に読売新聞社が実施したアンケート調査の結果が公表

されました。このアンケート調査は、全国74の主要自治体

に対して、保育所の申し込み状況について尋ねたもので、申

込者数が募集人数を超えた自治体が全体の６割を占める結果

となりました。首都圏以外でも倍率が高いところがあり、保

育所不足問題が全国的に申告な問題であることが改めて判明

した格好となりました。

調査は全国の道府県庁所在市、政令指定市、東京23区を

対象に行られ、今年４月の入所申し込みに向け、昨年秋に行

われた募集人数と申込者数の回答を得ることによって、入所

倍率を調べています。

全国で最も高かったのは東京都目黒区で2.04倍、次いで杉

並区、世田谷区がともに1.96倍、最も低い葛飾区でも1.11倍

でした。

待機児童の深刻な現状は、先般の母親のブログなどで話題

となっていますが、保育所を建設しても保育士が不足してい

るために児童の受入ができないという問題のほか、いざ自宅

の隣に保育所ができるとなるとなかなか理解が得られないこ

となど、単純に保育所設置者数が増えれば解決できるという

こととは異なる性質の問題を抱えているようです。

（参考：読売新聞）

≪参議院付帯決議の要旨≫（全15項目の一部）

①法人の経営組織のガバナンス強化にあたって、小規模法

人への支援に万事を期すこと。

③「社会福祉充実残額」の算出にあたって、法人経営に支

障を来さないよう、事業継続に必要な財産額が適切に算

定されるようにすること。また「社会福祉充実残額」を

保有する法人が当該計画を作成するにあたり、適切な職

員処遇が確保されていることを確認することを徹底する

こと

④事業継続に必要な財産額が確保できない、財産の積立不

足が明らかな法人に必要な支援を検討すること

⑤地域公益活動の責務化については、本来の社会福祉事業

を優先すべきであり、法人の役割と福祉の公的責任の後

退を招くことのないようにするとともに、法人の自主性

と社会福祉事業の実施に支障を及ぼすような過度の負担

を求めるものではないことを周知徹底すること ほか

介護職員の処遇改善加算

適切な対応を促す通知発出

◆厚労省老健局は、介護職員処遇改善加算に関する不

正請求問題に鑑み、適切な指導を徹底するよう求める

通知を発出しました。この通知は昨年３月31日付の老

健局長通知である「介護職員処遇改善加算に関する基

本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」を改正したもので、４月に施行された「地域密

着通所介護」を新たな加算対象サービスと位置付けて

います。

自治体自治体自治体自治体 倍倍倍倍 率率率率

東京23区 1.52倍

川崎市 1.49倍

鹿児島市 1.46倍

相模原市 1.40倍

大分市 1.36倍

自治体自治体自治体自治体 倍倍倍倍 率率率率

富山市 0.44倍

青森市 0.49倍

高知市 0.51倍

甲府市 0.63倍

岐阜市 0.64倍

＜保育所の倍率＞上位５傑 下位５傑


